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第 5号様式（第 7条関係） 

 

会 議 録 

 
会議の名称 清須市立学校施設開放運営委員会 

開催日時 平成２６年３月２５日（火） 

午後４時００分～午後４時４５分 

開催場所 新川体育館 大会議室 

議  題 １ あいさつ 

２ 議題 

 (1)学校施設開放利用状況について 

 (2)学校、園からの状況報告について 

 (3)その他 

３ 閉会 

会議資料 平成２５年度学校施設開放利用状況（資料１） 

清須市立学校施設開放運営委員会名簿 

公開・非公開の別 

（非公開の場合はその理由） 

公開 

傍聴人の数 

（公開した場合） 

０人 

出席委員 小川副委員長、伊東委員、鈴木委員、黒田委員 

伊藤（ナ）委員、樋山委員、小西委員、瀧委員 

柴山委員、梅澤委員 

欠席委員 伊藤（眞）委員長、後藤委員、谷委員 

出席者（市） 齊藤教育長 

事務局 教育委員会教育部スポーツ課 

櫻井部長、前田課長、渡辺主任主査 
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会議の経過 

 

開会 

 

欠席委員の報告 

 

齊藤教育長あいさつ 

 

新任委員自己紹介 

 

議題 

（１）学校施設開放利用状況について 

（事務局より説明） 

 資料１：平成２４年度及び平成２５年度の利用回数、利用可能回数、利用率につい

て記載しています。また、平成２４年度と平成２５年度の対前年の利用回数の比率

を記載しています。新川中学校のグランドについて、平成２５年度は、ナイター利

用が少なかったことから、やや減少しておりますが、その他の施設につきましては、

平成２４年度と平成２５年度の利用率等の大幅な増減はありません。 

 

○ただいま、事務局から資料について説明がありましたが、学校施設の利用につい

て、何かご意見等はありませんか。（小川副委員長） 

○春日中学校の体育館の利用がほとんど無いが、何か理由はあるのか。（伊東委員）

 ●春日地区は、学校体育館の他にＢ＆Ｇ体育館があるため、春日中学校以外の施

設で十分足りているからだと思います。（黒田委員） 

○平成２６年度には、新川体育館の取り壊しに伴い、学校体育館の利用が増えると

思われるが、利用可能回数を増やすような対応はしているのか。（鈴木委員） 

 ●学校利用以外の枠は、可能な限り開放していただいていますので、これ以上開

放枠を増やすことはできないと考えられます。現状の利用率を見ますと、まだ

利用枠には余裕がありますので、開いている枠をご利用いただければと思いま

す。（事務局） 

 

（２）学校、園からの状況報告について 

 ○西枇杷島小学校から順にお願いしたいと思います。樋山委員お願いします。（小

川副委員長） 

 ○西枇杷島小学校ですが、学校行事以外は、多くの方にご利用いただき大変ありが

たく思っております。マナーも良く目立った苦情も聞いておりません、引き続き

マナー向上に努めていただけると幸いです。また、予算の都合上、照明切れ等の

対応ができず、利用者にご不自由をおかけしておりますので、もう少し予算を付

けていただけると幸いです。（樋山委員） 

 ○ありがとうございました。続いて、小西委員お願いします。（小川副委員長） 
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 ○古城小学校ですが、グランド使用後は、しっかりと整備してもらっており、体育

館についても、たまに忘れ物があること以外は、特に問題なくご利用いただいて

います。学校側もきれいに利用するよう心掛けておりますが、今後も、お互いが

気持ちよく利用できるように努めたいと思います。（小西委員） 

 ○ありがとうございました。続いて、瀧委員お願いします。（小川副委員長） 

 ○清洲中学校ですが、グランドについては、野球やサッカーで利用されていますが、

整備等の苦情はありません。体育館は、バスケ等が利用しており、時々弁当や空

き缶等のゴミを持ち帰らず、ゴミ箱に捨ててあることがありますが、それ以外は

特に問題なく利用してもらっております。あと、４月から新しく設置されるテニ

スコートとソフトボール場も、開放されるのでしょうか。（瀧委員） 

●あくまでも学校優先ですが開放します。（前田スポーツ課長） 

 ○あと、体育館の夜間利用で、規定の時間を過ぎても利用していることがあるため、

照明にタイマーを設置すると聞いていますが。（瀧委員） 

●ただいま、教育部長が席を外されていますので、後ほど確認します。（前田ス

ポーツ課長） 

 ○ありがとうございました。続いて、柴山委員お願いします。（小川副委員長） 

 ○新川小学校ですが、昨年に比べ利用マナーも向上されており、大変感謝していま

す。利用状況としては、平日の夜はバレーボール、休日は少年サッカーが主に利

用しています。利用マナーについては、概ね満足しておりますが、雨の日にグラ

ウンドを利用した翌日、職員がグランド整備をしたことがありました。また、体

育館の床が滑りやすいとのご意見をいただいており、職員でワックスがけを行う

等の対応をしておりますが、なかなか改善されず大変ご迷惑をお掛けしておりま

す。（柴山委員） 

 ○教育部長が戻られましたので、先程の件、事務局からお願いします。（小川副委

員長） 

 ○先程、清洲中学校より体育館の照明にタイマーを設置していただけると聞いてい

る旨のお話がありましたが、いかがでしょうか。（前田スポーツ課長） 

 ●詳しく把握しておりませんので確認しておきますが、それは、夜間利用者が横

着で長い時間利用しているからですね。（桜井教育部長） 

 ○そうです。そのため清洲中学校で試しに設置するので、使い方を覚えるよう聞い

ているのですが。（瀧委員） 

 ●グランドの照明のように残照灯で片づけを促して、しばらくしたら消えるとい

う形が望ましいと思いますが、設置時期等に関しては確認しておきます。 

 ○ありがとうございました。続いて、黒田委員お願いします。 

 ○春日小学校は、体育館、グランドともに特定の団体が利用しており、大変マナー

も良く、逆に照明切れ等を整備してもらったり、不具合を指摘してもらっていま

す。ただ、電動の暗幕（カーテン）をよく使っているようで、かなり傷んでいる

が、買い換えるだけの予算が無いので、できれば少し援助していただけるとあり

がたいと思っています。（黒田委員） 

 ○ありがとうございました。続いて、梅澤委員お願いします。（小川副委員長） 
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 ○西枇杷島第１幼稚園は、障害者の方の音楽療法の１団体が、毎月土曜日に１度だ

け、遊戯室を利用しています。園で行事がある場合は、利用日を変えていただき、

園にも支障なく利用していただいています。また、園の楽器をお貸しすることが

ありますが、大事に使っていただいております。ただ、幼稚園の施設開放は、あ

まり知られていないようで、第２幼稚園に関しては、利用が全く無い状況です。

（梅澤委員） 

 ○ありがとうございました。それでは、各学校、園からの状況報告について終了い

たします。（小川副委員長） 

（３）その他 

 ○続きまして、議題３その他について、事務局何かありますか。（小川副委員長）

 ○新川体育館の取り壊しに伴い、学校の利用が多くなってくるかと思いますので、

ご承知置きいただきたいことと、何かありましたら、些細なことでも結構ですの

で、スポーツ課へご報告いただけると大変ありがたく思います。私からは、以上

です。（前田スポーツ課長） 

 ○学校体育館については、耐震を行っておりますが、天井や舞台関係の非構造部材

についても、平成２６年度には古城小学校、東小学校、新川小学校、星の宮小学

校、新川中学校、春日中学校で、平成２７年度には残りの小中学校で、夏休み期

間を利用し、工事を行う予定ですので、この機会にＬＥＤ照明への切替えや、先

程のタイマーの件についても、予算的に都合が付けば指示させていただきたいと

考えております。また、工事期間が新川体育館の取り壊し時期と重なるため、利

用者にはご迷惑をお掛けしますが、工事後は安全面、経済面でもより良い施設に

なると考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。（桜井教育部長）

 ○私のほうからは、ＡＥＤについて、利用者が分かりやすい場所に設置してあるか

の確認をしていただきたいということと、緊急時にすぐ使えるよう利用者に対す

る講習会等を企画していただけるとありがたいと思っております。利用について

は、見学者の方のマナーが悪いのではないかと思われますので、その点を注意し

ていただけるとありがたいです。（齊藤教育長） 

 ○学校のセキュリティは、どうなっているのか。緊急時に先生方がいない場合は、

１１０番等の対応が必要なのか。（鈴木委員） 

 ●校舎については、個人情報を保管しているため、警備会社に連動した警報機が

設置してありますが、体育館には、設置してありません。怪我などの緊急時の

場合は、職員の有無に限らず、直ちに１１９番へ連絡していただいた方が賢明

かと思います。（齊藤教育長） 

 ○桜井部長にお聞きしますが、学校のＡＥＤは実際どこに設置してあるのですか。

（前田スポーツ課長） 

 ●各学校に２台設置しており、１台は校舎の昇降口や職員室等学校により違いが

ありますが、もう１台は、ほとんどが体育館の分かりやすい場所に設置してあ

ります。ただし、学校によっては、水泳の時期等に一時的に移動させることも

あります。（桜井教育部長） 
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 ○先程の学校体育館の工事の件ですが、平成２６年度に工事を行わない学校につい

ても、平成２７年度には必ず行ってもらえるのでしょうか。（黒田委員） 

 ●大空間での吊り天井式の構造は、全てが落下防止の対策がされていないため、

全ての体育館で行います。また、文科省の方針で予算が付けられるのが平成２

７年度までとなっておりますので、平成２７年度までには、必ず行います。（桜

井教育部長） 

 ○以上を持ちまして、本日提出されました議題についてはすべて終了いたしまし

た。ご協力ありがとうございました。それでは、事務局にお返しします。（小川副

委員長） 

 

終わりの言葉 前田スポーツ課長 

 

閉会 

会議の結果 審議に関する事項なし 

問合わせ先 

 

教育委員会 スポーツ課 

０５２－４０９－１５３５（新川体育館） 
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